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砂
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事
業
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規
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売
店
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二
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事
業
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変
更
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営
鷹
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整
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在
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平 成 年
月 日

（金曜日）

十
八
号
）
第
一
条
第
三

び
こ
れ
と
一
体
的
に
整

る
た
め
に
必
要
な
日
照

止
、
騒
音
等
に
よ
る
居

ロ

住
宅
に
は
、
防
火
、

ハ

住
宅
に
は
、
外
壁
、

ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化

ニ

住
宅
の
床
及
び
外
壁

の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

ホ

住
宅
の
構
造
耐
力
上

の
購
買
そ
の
他
入
居
者

ロ

敷
地
が
地
盤
の
軟
弱

類
す
る
土
地
で
あ
る
と

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

ハ

敷
地
に
は
、
雨
水
及

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

県
営
住
宅
は
、
次
の
要

イ

住
棟
そ
の
他
の
建
築

第
二
条
第
一
項
中
「
第
七
条

二
項
中
「
第
七
条
第
二
項
第
三

し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条

（
整
備
基
準
）

第
二
条

条
例
第
四
条
の
二
第

一

県
営
住
宅
及
び
共
同
施

い
る
こ
と
。

イ

敷
地
の
位
置
は
、
災

し
く
阻
害
さ
れ
る
お
そ

山
口
県
営
住
宅
条
例
施

山
口
県
営
住
宅
条
例
施
行
規

改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
共
同
施
設
の
」

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第

第
三
条
第
一
項
中
「
第
七
条

号
に
規
定
す
る
構
造
耐
力
上
主
要

備
さ
れ
る
部
分
に
は
、
当
該
部
分

、
通
風
、
採
光
、
開
放
性
及
び
プ

住
環
境
の
阻
害
の
防
止
等
を
考
慮

避
難
及
び
防
犯
の
た
め
の
適
切
な

窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防

を
適
切
に
図
る
た
め
の
措
置
が
講

の
開
口
部
に
は
、
当
該
部
分
の
遮

い
る
こ
と
。

主
要
な
部
分
（
建
築
基
準
法
施
行

の
日
常
生
活
の
利
便
を
考
慮
し
て

な
土
地
、
崖
崩
れ
又
は
出
水
の
お

き
は
、
当
該
敷
地
に
地
盤
の
改
良

こ
と
。

び
汚
水
を
有
効
に
排
出
し
、
又
は

件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

物
は
、
敷
地
内
及
び
そ
の
周
辺
の

第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
七
条
第

号
」
を
「
第
七
条
第
二
項
第
一
号

を
加
え
る
。

四
項
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

設
の
敷
地
（
以
下
「
敷
地
」
と
い

害
の
発
生
の
お
そ
れ
が
多
い
土
地

れ
が
あ
る
土
地
を
で
き
る
限
り
避

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

則
（
平
成
十
六
年
山
口
県
規
則
第

の
下
に
「
整
備
及
び
」
を
加
え
、

五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
を

第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
三
項
」

一

な
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
劣
化
の
軽
減
を
適
切
に
図
る
た

ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
、
災
害
の

し
た
配
置
で
あ
る
こ
と
。

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

止
そ
の
他
の
住
宅
に
係
る
エ
ネ

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

音
性
能
の
確
保
を
適
切
に
図
る
た

令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百

選
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
れ
が
あ
る
土
地
そ
の
他
こ
れ
ら

、
擁
壁
の
設
置
等
安
全
上
必
要
な

処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
が

地
域
の
良
好
な
居
住
環
境
を
確
保

二
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
条

ロ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条

す
る
。

う
。
）
は
、
次
の
要
件
を
満
た
し

及
び
公
害
等
に
よ
り
居
住
環
境
が

け
、
か
つ
、
通
勤
、
通
学
、
日
用

七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
五
条
と
す
る
。

に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る

及め 防ルめ三 に措設す 第とて著品 に。

規

則



平成 年 月 日 金曜日 山 口

三

（定期）県 報 第 号

て
、
日
常
生
活
の
利
便
、
通
行

な
規
模
及
び
構
造
で
合
理
的
に

イ

児
童
遊
園
の
位
置
及
び
規
模

置
等
に
応
じ
て
、
入
居
者
の

と
。

ロ

集
会
所
の
位
置
及
び
規
模
は

童
遊
園
の
配
置
等
に
応
じ
て
、

ハ

広
場
及
び
緑
地
の
位
置
及
び

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

敷
地
内
の
通
路
は
、
敷
地
の

講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ル

通
行
の
用
に
供
す
る
共
用
部

適
切
に
図
る
た
め
の
措
置
が
講

ヲ

敷
地
内
に
は
、
必
要
な
自
転

る
こ
と
。

ワ

ヲ
の
附
帯
施
設
は
、
入
居
者

じ
な
い
よ
う
考
慮
さ
れ
た
も
の

共
同
施
設
は
、
次
の
要
件
を
満

備
及
び
電
話
配
線
が
設
け
ら
れ

め
適
切
な
台
所
又
は
浴
室
を
設

の
居
住
環
境
が
確
保
さ
れ
る
場

と
を
要
し
な
い
。

リ

各
住
戸
に
は
、
居
室
内
に
お

た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

ヌ

住
戸
内
の
各
部
に
は
、
移
動

の
他
の
高
齢
者
等
が
日
常
生
活

の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

ヘ

住
宅
の
給
水
、
排
水
及
び
ガ

響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
点
検
及

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ト

一
戸
の
床
面
積
の
合
計
（
共

二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で

適
切
な
台
所
及
び
浴
室
を
設
け

チ

各
住
戸
に
は
、
台
所
、
水
洗

の
安
全
、
災
害
の
防
止
、
環
境

配
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
敷
地
内
の
住
戸
数
、
敷
地

利
便
及
び
児
童
等
の
安
全
を
確
保

、
敷
地
内
の
住
戸
数
、
敷
地
の

入
居
者
の
利
便
を
確
保
し
た
適

規
模
は
、
良
好
な
居
住
環
境
の

規
模
及
び
形
状
、
住
棟
等
の
配

分
に
は
、
高
齢
者
等
の
移
動
の

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

車
置
場
、
物
置
、
ご
み
置
場
等

の
衛
生
、
利
便
等
及
び
良
好
な

で
あ
る
こ
と
。

た
し
て
い
る
こ
と
。

て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
共
用

け
る
こ
と
に
よ
り
、
各
住
戸
部

合
に
あ
っ
て
は
、
各
住
戸
部
分

け
る
化
学
物
質
の
発
散
に
よ
る

る
こ
と
。

の
利
便
性
及
び
安
全
性
の
確
保

を
支
障
な
く
営
む
こ
と
が
で
き

と
。

ス
の
設
備
に
係
る
配
管
に
は
、

び
補
修
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

同
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
共
用
部

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
共
用
部

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

便
所
、
洗
面
設
備
及
び
浴
室
並

の
保
全
等
に
支
障
が
な
い
よ
う

。 の
規
模
及
び
形
状
、
住
棟
の
配

し
た
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ

規
模
及
び
形
状
、
住
棟
及
び
児

切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

維
持
増
進
に
資
す
る
よ
う
考
慮

置
並
び
に
周
辺
の
状
況
に
応
じ

利
便
性
及
び
安
全
性
の
確
保
を

の
附
帯
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い

居
住
環
境
の
確
保
に
支
障
が
生

部
分
に
共
同
し
て
利
用
す
る
た

分
に
設
け
る
場
合
と
同
等
以
上

に
台
所
又
は
浴
室
を
設
け
る
こ

衛
生
上
の
支
障
の
防
止
を
図
る

を
適
切
に
図
る
た
め
の
措
置
そ

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
が

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
影

よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
が
講

分
の
床
面
積
を
除
く
。
）
は
、

分
に
共
同
し
て
利
用
す
る
た
め

。び
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
の
設

東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲

分

、
阿
東
生
雲
西
分

る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四

一

区
域
の
名
称

宮
野
下

、
徳
地
深
谷

名

、
小
郡
真
名

、

雲
中

、
阿
東
生
雲
中

氏
名

名

中
川

洋
友

岬
整
骨
院

三
浦

裕
貴

参
宮
通
り
整
骨

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
九

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

た
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四

施

施
術
者
の

ホ

通
路
に
お
け
る
階
段

傾
斜
路
が
設
け
ら
れ
て

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四

告

中

、
阿
東
生
雲
西
分

、

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東

日

山
口

、
徳
地
深
谷

、
徳
地
深

阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生

称

所

在

宇
部
市
岬
町
一
丁
目
八
番

院

西
梶
返
一
丁
目
一

号

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進

の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ

日

山
口

術

所

は
、
高
齢
者
等
の
通
行
の
安
全
に

い
る
こ
と
。

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

示

阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲

生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

県
知
事

山

本

繁
太
郎

谷

、
徳
地
深
谷

、
小
郡

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東

雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、

地
一
〇
号

平
成
二
四
、

五
、

番
一
八

一

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

る
施
術
者
を
次
の
と
お
り
指
定

県
知
事

山

本

繁
太
郎

指

定

年

月

日

配
慮
し
、
必
要
な
補
助
手
す
り
又

二

西 真生阿 一七律す 四し は

告

示



平成

地阿

年 月 日 金曜日

阿目福東下

山 口 県

阿阿目東

（定期）報

東上嘉阿下嘉

第 号

阿生東年
福
下

、
阿
東
地
福
下

、

東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地

上

、
阿
東
地
福
上

、
阿

地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福

、
阿
東
地
福
下

、
阿
東

東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東

年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、

東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生

東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西

雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

分

、
阿
東
生
雲
東
分

、

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
嘉

上

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿

阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東

喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、

阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
地
福
上

、
阿

福
上

、
阿
東
地
福
上

東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地

下

、
阿
東
地
福
下

、

地
福
下

、
阿
東
地
福
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉

上

、
阿
東
嘉
年
上

、

嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

分

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿

阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
生

東
生
雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東

年
上

、
阿
東
嘉
年
上

東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、

蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地

、
阿
東
地
福
上

、
阿

福
上

、
阿
東
地
福
上

阿
東
地
福
下

、
阿
東
地
福

、
阿
東
地
福
下

、
阿
東

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、

年
上

、
阿
東
嘉
年
上

阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

、
阿
東
生
雲
西
分

、

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東

東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲

雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東
分

分

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿

生
雲
東
分

、
阿
東
生
雲

東
分

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、

阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東

生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲

西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
東
分

、

阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東

、
宮
野
下

、
徳
地
伊

、
徳
地
引
谷

、
徳
地

、
徳
地
堀

、
徳
地

穂
東

、
秋
穂
東

、

、
阿
東
生
雲
中

、

雲
中

、
阿
東
生
雲
中

東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲

、
阿
東
生
雲
中

、
阿

西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

道
路
河
川
建
設
課
に
備
え
置
い

一

区
域
の
名
称

秋
穂
二
島

、
秋
穂
二

喜

、
阿
東
徳
佐
上

徳
佐
上

、
阿
東
徳
佐
上

阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿

中

、
阿
東
徳
佐
中

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

東
分

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生

阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲

生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生

阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
生
雲

生
雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東
分

賀
地

、
徳
地
伊
賀
地

、

深
谷

、
徳
地
藤
木

、
徳

山
畑

、
徳
地
山
畑

、
徳

秋
穂
東

、
阿
東
生
雲
中

阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生

中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿

東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿

な
る
自
然
現
象
の
種
類

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

島

、
下
小

、
鋳
銭
司

、
阿
東
徳
佐
上

、
阿
東
徳
佐

、
阿
東
徳
佐
上

、
阿
東

佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、

東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
中

三

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
生

東
生
雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東

雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生

東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西

雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

東
分

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿

徳
地
伊
賀
地

、
徳
地
岸
見

地
堀

、
徳
地
堀

、
徳
地

地
山
畑

、
徳
地
山
畑

、

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東

雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、

東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生

東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西

部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備

、
鋳
銭
司

、
仁
保
上
郷

上

、
阿
東
徳
佐
上

、
阿

徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
中

、
阿
東
徳

雲分 、東雲分、東 堀秋中生阿雲分 部 東、佐



平

阿

成 年 月 日 金曜日

阿上地阿喜蔵

山 口

阿目東阿地

（定期）県 報

下嘉阿阿目東

第 号

嘉阿下嘉阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目

東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東

福
上

、
阿
東
地
福
下

、

東
地
福
下

、
阿
東
地
福
下

、
阿
東
地
福
下

、
阿
東
地
福

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東

目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、

福
上

、
阿
東
地
福
上

、

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、

東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
篠
目

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東

年
上

、
阿
東
嘉
年
上

、

東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、

東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東

喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東

上

、
阿
東
地
福
上

、

地
福
上

、
阿
東
地
福
上

阿
東
地
福
下

、
阿
東
地
福

、
阿
東
地
福
下

、
阿
東

下

、
阿
東
蔵
目
喜

、

蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東

上

、
阿
東
嘉
年
下

、

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

阿
東
徳
佐
上

、
阿
東
徳
佐

地
福
上

、
阿
東
地
福
上

阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東

下

、
阿
東
地
福
下

、

地
福
下

、
阿
東
地
福
下

阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東

喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、

篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東

上

、
阿
東
地
福
上

、

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東

上

、
阿
東
嘉
年
上

、

嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

道
路
河
川
建
設
課
に
備
え
置
い

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

第
五
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項

す
る
。

一

区
域
の
名
称

小
郡
下
郷

、
阿
東
蔵

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

地
滑
り

中

、
阿
東
徳
佐
中

徳
佐
中

、
阿
東
徳
佐
中

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

道
路
河
川
建
設
課
に
備
え
置
い

上

、
阿
東
徳
佐
上

徳
佐
上

、
阿
東
徳
佐
上

阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿

下

、
阿
東
徳
佐
下

徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿

日

山
口

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

号
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進

の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別

目
喜

な
る
自
然
現
象
の
種
類

、
阿
東
徳
佐
中

、
阿
東
徳
佐

、
阿
東
徳
佐
中

な
る
自
然
現
象
の
種
類

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

、
阿
東
徳
佐
上

、
阿
東
徳
佐

、
阿
東
徳
佐
上

、
阿
東

佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、

東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東

佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、

東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

県
知
事

山

本

繁
太
郎

部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

警
戒
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指

中

、
阿
東
徳
佐
中

、
阿

部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備

上

、
阿
東
徳
佐
上

、
阿

徳
佐
上

、
阿
東
徳
佐
上

阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳

下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿

徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
中

、
阿
東
徳

四

部律定 東部 東、佐東、佐



平成

福

年 月 日 金曜日

阿目東阿目

山 口 県

上嘉阿下嘉阿

（定期）報

阿生東年東

第 号

一
名雲東分

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地

上

、
阿
東
地
福
上

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東

年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、

東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、

東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西

雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

分

、
阿
東
生
雲
東
分

、

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
嘉

上

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿

嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年

区
域
の
名
称

宮
野
下

、
徳
地
深
谷

、

、
小
郡
真
名

、
阿
東
生

中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿

生
雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生

、
阿
東
地
福
上

、
阿

福
上

、
阿
東
地
福
上

東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

分

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿

阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
生

東
生
雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東

年
上

、
阿
東
嘉
年
上

東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉

上

、
阿
東
嘉
年
上

、

徳
地
深
谷

、
徳
地
深
谷

雲
中

、
阿
東
生
雲
中

東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東

東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲

雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地

、
阿
東
地
福
上

、
阿

篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東

東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲

雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東
分

分

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿

年
上

、
阿
東
嘉
年
上

阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年

、
徳
地
深
谷

、
小
郡
真

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生

、
阿
東
生
雲
中

、
阿

生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西

西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、

阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東

生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲

、
徳
地
引
谷

、
徳
地

、
徳
地
堀

、
徳
地

穂
東

、
秋
穂
東

、

、
阿
東
生
雲
中

、

雲
中

、
阿
東
生
雲
中

東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

、

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

道
路
河
川
建
設
課
に
備
え
置
い

一

区
域
の
名
称

秋
穂
二
島

、
秋
穂
二

、
宮
野
下

、
徳
地
伊

徳
佐
上

、
阿
東
徳
佐
上

阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿

中

、
阿
東
徳
佐
中

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
地
福
上

、
阿
東
地
福

、
阿
東
地
福
上

、
阿

下

、
阿
東
地
福
下

地
福
下

、
阿
東
地
福
下

阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿

喜

、
阿
東
徳
佐
上

生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

深
谷

、
徳
地
藤
木

、
徳

山
畑

、
徳
地
山
畑

、
徳

秋
穂
東

、
阿
東
生
雲
中

阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生

中

、
阿
東
生
雲
中

、
阿

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生

阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲

必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

島

、
下
小

、
鋳
銭
司

賀
地

、
徳
地
伊
賀
地

、

、
阿
東
徳
佐
上

、
阿
東

佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、

東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
中

な
る
自
然
現
象
の
種
類

上

、
阿
東
地
福
上

、
阿

東
地
福
下

、
阿
東
地
福
下

、
阿
東
地
福
下

、
阿
東
地
福

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東

目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、

東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
徳
佐
上

、
阿
東
徳
佐

五

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生

地
堀

、
徳
地
堀

、
徳
地

地
山
畑

、
徳
地
山
畑

、

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東
生
雲

、
阿
東
生
雲
中

、
阿
東

雲
中

、
阿
東
生
雲
中

、

東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西

雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備

、
鋳
銭
司

、
仁
保
上
郷

徳
地
伊
賀
地

、
徳
地
岸
見

徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
中

、
阿
東
徳

東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福
下

、
阿
東
地

下

、
阿
東
地
福
下

、
阿

蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵

上

、
阿
東
徳
佐
上

、
阿

東雲 堀秋中生阿分、 部 、佐 福東、目東



平

阿

成 年 月 日 金曜日

阿目福東下地

山 口

東阿目東

（定期）県 報

下嘉阿下嘉目

第 号

西阿生上嘉阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地

上

、
阿
東
地
福
上

、
阿

地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福

、
阿
東
地
福
下

、
阿
東

福
下

、
阿
東
地
福
下

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、

東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

年
下

、
阿
東
嘉
年
下

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

分

、
阿
東
生
雲
西
分

、

、
阿
東
生
雲
西
分

、
阿

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
生

東
生
雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東

雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東

年
上

、
阿
東
嘉
年
上

、

東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東

喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、

阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

目

、
阿
東
篠
目

、
阿

福
上

、
阿
東
地
福
上

東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地

上

、
阿
東
地
福
下

、

地
福
下

、
阿
東
地
福
下

阿
東
地
福
下

、
阿
東
地
福

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、
阿

阿
東
生
雲
西
分

、
阿
東
生

東
生
雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西

雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東
分

分

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿

嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
上

阿
東
嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東

蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地
福
上

、
阿
東
地

、
阿
東
地
福
上

、
阿

福
上

、
阿
東
地
福
上

阿
東
地
福
下

、
阿
東
地
福

、
阿
東
地
福
下

、
阿
東

下

、
阿
東
蔵
目
喜

、

目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

目

、
阿
東
篠
目

、
阿

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠
目

篠
目

、
阿
東
篠
目

、

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

下

、
阿
東
嘉
年
下

、

嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年
下

阿
東
嘉
年
下

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
下

、
阿
東

、
阿
東
篠
目

、
阿
東
篠

東
篠
目

、
阿
東
篠
目

雲
西
分

、
阿
東
生
雲
西
分

分

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東
生
雲
東
分

、

、
阿
東
生
雲
東
分

、
阿
東

東
生
雲
東
分

、
阿
東
嘉
年

、
阿
東
嘉
年
上

、
阿
東

上

、
阿
東
嘉
年
上

、

嘉
年
上

、
阿
東
嘉
年
下

る
保
護
増
殖
事
業
計
画
を
変
更

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四

一

計
画
の
変
更
の
内
容

保
護
増
殖
事
業
が
行
わ
れ

二

閲
覧
の
場
所

山
口
県
環
境
生
活
部
自
然

道
路
河
川
建
設
課
に
備
え
置
い

公

（
四
三
六
）
保
護
増
殖
事
業
計

山
口
県
希
少
野
生
動
植
物
種

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

中

、
阿
東
徳
佐
中

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

土
石
流

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

喜

、
阿
東
蔵
目
喜

蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目
喜

阿
東
徳
佐
上

、
阿
東
徳

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿

下

、
阿
東
徳
佐
下

徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿

し
た
の
で
、
次
の
要
領
に
よ
り
公

日

山
口

る
べ
き
区
域
の
変
更

保
護
課

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

告

画
の
変
更
の
公
表

保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
山
口
県

項
の
規
定
に
よ
り
、
キ
ビ
ヒ
ト
リ

、
阿
東
徳
佐
中

な
る
自
然
現
象
の
種
類

必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿
東
蔵
目

、
阿
東
徳
佐
上

、
阿
東

佐
上

、
阿
東
徳
佐
上

、

東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東

佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、

東
徳
佐
中

、
阿
東
徳
佐
中

表
し
ま
す
。

県
知
事

山

本

繁
太
郎

条
例
第
八
号
）
第
二
十
二
条
第
四

シ
ズ
カ
（
セ
ン
リ
ョ
ウ
科
）
に
関

部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備

喜

、
阿
東
蔵
目
喜

、
阿

徳
佐
上

、
阿
東
徳
佐
上

阿
東
徳
佐
上

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳

下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿

徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
下

、
阿
東
徳
佐
中

、
阿
東
徳

六

項す 部 東、佐東、佐

公

告



平成

四

年 月 日 金曜日 山 口 県

株
三

（定期）報

一二
株

第 号

（
四大

と
お当

か
ら

商
工

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
日

駐
輪
場
の
収
容
台
数

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

式
会
社
コ
ム
ズ

広
島

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の

合
計

駐
車
場
の
収
容
台
数

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

フ
レ
ス
タ
室
の
木
店

所
在
地

岩
国
市
室
の
木
町
一

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
フ
レ
ス
タ

広
島

三
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

平
成
二
十
五
年
一
月
十
四
日
ま
で

振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に八

〇
台

二

六
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二

三
七
立
方
メ
ー
ト
ル

一

二
箇
所

三

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

午

市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
飯
室

変

更

前

一
、
七
八
九
平
方
メ
ー
ト
ル

九

一
四
三
台

五

山
口
県
知

在
地

丁
目
五
三
六
の
一

代
表
者
の
氏
名

住市
西
区
横
川
町
三
丁
目
二
番
三

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

供
し
ま
す
。

八
四
台

二
二
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
九
立
方
メ
ー
ト
ル

箇
所

前
六
時
か
ら
午
後
一
〇
時
ま
で

一
五
九
二

宗
兼

生

変

更

後

、
六
七
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五
二
台

事

山

本

繁
太
郎

所

代
表
者
の
氏
名

六
号

宗
兼

生

届
出

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

、
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日

政
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部

（
四
三
九
）
農
地
保
有
合
理
化

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と

で
き
る
時
間
帯

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
一
日

所
在
地

山
口
市
大
内

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
イ
ズ
ミ

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
開
店
時
刻

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
四

商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ゆ
め
タ
ウ
ン

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十

（
四
三
八
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

事
業
規
程
の
変
更
の
承
認

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五

が

午
前
九
時
か
ら
午
後
一
〇
時
三

分
ま
で

八
日

御
堀
一
三
〇
九
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

広
島
市
南
区
京
橋
町
二
番
二
二

変

更

前

業

午
前
九
時
三
〇
分

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

日

山
口

及
び
所
在
地

山
口

日立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

七

号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

〇

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
午
後
一
〇

時
三
〇
分
ま
で

所

代
表
者
の
氏

号

山
西

泰
明

変

更

後

午
前
九
時

類
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四

部
商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業

県
知
事

山

本

繁
太
郎

よ
る
届
出

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

よ 名 日部 の



平
成
二

平
成
二

平

公
投
票

成 年 月 日 金曜日

三山

山 口

鷹
子

規
定

一二

（定期）県 報

（
四土

第 号

り
、

一二
十
四
年
九
月
十
四
日
印
刷

十
四
年
九
月
十
四
日
発
行

職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
を
次
の
と

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
を
行
う

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
鷹
子
地
区
た
め
池
等
整
備
事

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日
か
ら

農
地
売
買
等
事
業

農
地
信
託
等
事
業

農
業
生
産
法
人
出
資
育
成
事
業

研
修
等
事
業

四
〇
）
県
営
鷹
子
地
区
た
め
池
等

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日

農
地
保
有
合
理
化
法
人
の
主
た
る

山
口
市
葵
二
丁
目
五
番
六
九
号

財
団
法
人
や
ま
ぐ
ち
農
林
振
興
公

農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十

お
り
指
定
し
た
。

委
員
会

第
九
十
号

た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を

し
ま
す
。

山
口
県
知

業
計
画
書
の
写
し

同
年
十
月
九
日
ま
で

整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条

更
を
次
の
と
お
り
承
認
し
ま
し

山
口
県
知

事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称

社

庁事
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者

定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の

事

山

本

繁
太
郎

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

た
。

事

山

本

繁
太
郎

変

変
更
事
項

変

更

代

表

者

濱

本

史

公

安

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四

名

称

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
か
わ

か
み
苑

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
自
由

の
杜

更

内

容

後

変

更

前

明

小

田

悦

郎

委

員

会

三
十
七
号

体
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年

特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
口
被
害

日 日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

所

在

萩
市
川
上
四
九
二
一
の
一

防
府
市
大
字
大
崎
八
〇
一
の
一

山
口
県
公
安
委
員
会

変

更

年

月

日

平
成
二
十
四
年
八
月
十
七
日

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

者
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
次
の
と
お

委
員
長

上

符

正

顕

地

指

定

年

月

日

平
成
二
四
、

八
、
三

八

第り 一

選
挙
管
理
委
員
会

公

安

委

員

会


